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と奪回iSのせ.肢が各 lWずつある。

162.中世近江における前室付 *稿はそれらを19t東 (袋参照)をIjij宅付社殿と総称、

し前日程の械i立を中心に比較検討したものである。

社殿の 2つの系統について 前室付社殿の 2つの系統

前2をの械iliを比蚊する と‘的時fが身17'に比べ非'.:住に

はじめに 附般的で舵ろやかな処比をもっ HM~ と 身1; と 同 じ構造

liljむ{寸流jjil.ij二代にl恥ぷしたii':者11t'i茂神社の社殿形 をもち 1抗議JEIlJiしか挫よ~.をほかない閉鎖的な社殿があ

式である「流j立」をキ11If~ として rl 'il!:に発反しと 仲役立|立 ることがfijl(かる。今、似にilil.f'iを rI líJ政 IJÞ11i~ 1~1J 、 後者
般のひ とつである。 を r fìíJ宅 [?/Hn~J と |呼ぶニとにする。

if，tilrは3x 2r，¥1の身子?にl)il1l1a;泊しの庇(li'Jf引を 前室開放型社殿の特徴

持つ、1'- 入りのttIJ投であるが、 'l'iJJ:において過激の i~j左 前室 前進の正、(Jltli孤31)'Iきてをm(.戸、 都戸等の聞

が身合をJiij後 2;.瓜りに分制して11')、外Ilillを設けたのに 放的な往生t-とするの社民主にようては全くmr1:を設けず

1・fし、 fIiJ宅付ile;立は庇持11分を被内に取込みiiij室(外i箪} 三方I次放しとするら のもある。内法以~lll{i廻さないの

としたH:般である(その結*・1'-1而l:t3 x 3111Jとなる)。 を法本と する。身舎とは調書虹染、泌氏でMき'竹の節制

中世のllij宅H流巡を巧える七で滋賀県l:t特lニ重要な 聞を飾る場合もある.

地域で重要文化財{阿古含む)指定のうちでは荷村伸 組物l:t 全てIil三斗斜lで中似え IH~"~をおくことが多

li西本殿(竜王町、徳治3.q:.}が般も古〈 、また線数 い。必賞上の琵琶似や小!i!:1J.11~ らず附紘とする. liij宅

む令国の約半数の14t媒が集中している(京都!符には 2 中央聞の出二五斗組には千侠を ~Ilむ.ただし IÎ'J持の子機

織あるが努良県、大阪府にはないL よリ l:t彫刻11術家にするのをi血例と寸る

またi滋ti県指定イi形文化財が2練あるf也、展線形式 事fl止拘l;l;Jが地表木、打主主l1i..j乏の二例:であるが小慢を

こそ途うものの三fl(IIは金<I)íl・~付対lì1íと同じ入母屋i笠 必らないので，jij本内部むそのままi必殺して;事fとする.

中世近江地 方 の前 室 付 社 殿一覧表

・I:P:図玄 無F-Il:虫裟文化財 ※: り，~m定 11形文化財

~サ 才I 税; 建立年代 ・資料 iok <，: J出 fliii JE 

I -前 村 やl' I土問 4:殴 {恋村I3司王(1，308)・械 キし i'i!i生mi屯王1・If Ijîj ヰW~)l文明

2 411' .iL 事l' H 本 lJ!，~ 1:'6安 6年(l，373)・機 ヰL 愛知1mli却JJltlUJ 11 

3 3定 糾1 ~'I: 本 !股 時.i~t i:珂 r，ti生mi宿主田I 11 

4 JJ~ T' 事11 卜k 本 Ji!Z 応氷 71j;(1 ，400)・練中し写 部生1m屯 1~ 1111 11 

5 大 't1l: h;¥ やl' キ1: -<j.: JJ投 応水21年(1，414)・棟 4・L ~1-j-iJ十I mí型hH1 1IIT 11 、入1iJ:1-椛巡

6 4も u tlll 争t 本 Jj役 文安元年(1，444)・機 4・L 愛知ItJi湖水Illj' 11 

7 大 行 I士 ゃ; h役 文安4~li (l， 447 } ・援 tl十 没知|押1I淡花IlIJ 11 

8 1[11 u 十11' -tl: 本 殴 i明I;t、2if(l， 493)・棟 tL Ef31'i 1m月JmB]' 11 

9 百h -本 111I ~ I: -<j.: 民立 室町時代後期l 五lit-ド Itlí ìill'I~lU r 11 

10 山本事I'tl.廃IAJH、utf神社本殿 永正9年(1.512 l-1ilf--(-瓜銘 部生Illhm~lilJ 11 

11 訂 ~ill ~t -1， l投 天正9(1'-(1，581)・練札 写 i，1J'.l':lm安十JlJf 11 

12 E邑11 毛色 神 u 本 t投 文永31f.(l，266)・練中L'/J 大iI~i li 11i， 11閉鎖型

13 -凶 h金 王手::lli i世議拘，を ぬ初 3if.(l， 347)・文 ー'ztsh 大Wrli 11 

14 担11 Ifl ド11 H 本 殿 明徳2じ年(l，39O)・綴キL与 大iIt.li 11 

15 ※才1j:.i八総事11 ~t 本殿 明応2(f(1，493)・練 fL 己主ぬ糊;安公川町 11 

16 勝 $ ~II tt 本 被 明此;611'-(1.497)・練 本L 守IJlrli 11 、J昨日進

17 地 £ 事h 千土 +: 殿 文(6.2王手(1，502)・練 宇L 大iI!.li 11 

18 1ド 千日 '/:i 神社本殿 永正2年(l，505)・機 与し 栄太ml求・米田I 11 

19 事l' H 本 駁 大水 6年(l，526)・煉 キL <:funli " 
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床は紋LHlIII-.治Mいのよ1¥似倣きとするo .tr舎の床が

絞J:HqlI二の蹴込械のトーにさらに It;tけられた中rl!' L~仰の

高きになるのに対し付J!日的である(以下この線に長押

を二段に似リ紋よリ向〈泌を例えるのを中段土討中総え

とOf'.;:こととする J.また，jif宅床と身合問のままは向ーの

d正ρ向??31Eiさとなるので2尚可t側餅tは孟幸BJμ'

地斑が千名+々 身f合吟1官側i問可の'1ド占桁、 I也f皇、対板に納まることに

なる.

身舎 3 X 2 UHの身合のj比大の特徴lir，尚n聞断的立高間に

必らず幣制Ir(付反日F を I:~ <ニとである.

純物は Ji]'IH本とする (~IJが H必あるが他は全て:.1\三斗

品n またはτ1f. -:>Hll を Jì~.-1>:とする 。 111 f1iilの議JJ立を外趨リ

に飾る i仰は j創立ではないが、 ~1干iE l(riすなわち前ー宅と

の;岐に飾るWlJ1J''I.{lIrfll.'f代i長JUIのtJ:股て'はられる。 l.jJI的

にこの引には絡伏11¥1や1ij出r窓などの装飾制11部む身金

正jmをJ!反やかす慌にもなる。こうした点は時代が降る

につ iLníï可{がよリ Ilf~)jlc的なt時jiiになってゆくことと関

1*がある織に忠わlLる.

分布地域 分イH阿にぶした j凶リ lìíjiWH)j文型社殿11お~Ii

会て5'1'洲川!.IU誌の野洲/:1;、愛知1郎、首n生J郎、申t'lff11に
それぞれ~)'衡している.

以下iHI:~tiに作ii'i仰の特徴をはて行きがi室|対政型社

殿の変遷のE療を辿る.

0荷村春11ft岡本殿(!ゑifi3年) IF.I指定でl:th企む古い

ill似て"，iij滋u司政唱の.'iAを残す.例え{工身舎純物を舟

肘~とし 1;( をお側 I(，iのみとしたり，jíJ宅の床を中段長手l'

h~えとすることなどである。事足股li (r.，H と i跨~正前i中

中央!alのらに飾リ帥j~前川 lit~ !oIi とする.

Ofll' ，i: 神社..j>:1;(~ (応安6.11と) 前付神社に続〈遺構で

この制微から身合1I'，illIリ IfIi，ìíJ員品川に紛争Ii(~'似41\が投けら

れる。しかし，iij従のlぷは中段lHI'l伴えとするなどは古

式である。また，W村NIt-I:I.iJ鍛li'Jil'. 1~í1iHJ* に悲1J!.l:を

i;/I~ くが竹のE↑i側HlIが~irたに IJII えら h t.ニ。

o aJ& ~rl ' ~ 1:本殿(市北~VJ) "r'，'j~:仲I'H. とともに身合総物

をIfJ-11・-t，.j，とする。liij引に1''.1法LHI'を組し-1i11'J、控を似

るなど札れがあるが後 ~lìifllU b多い.liij慌の床はこの

建物以l係令て微lH'I'~~，川両えとなる。なお I"J符を 31封]

とする 3織のうちでは以 b，Jjい社殿である。

0勝手相II{-土~.:股()，じぷ 7:r.) lít'f~! を 3 H11とする他;IL

ITti処悦b$)i:社と良〈似る.必IIIl:I孟litJ持 31111に飾るが，pJ

~には~けず竹の節制1111 を飾る o liij主l治政型社殿は同

社で完成したとつって良<[:泊loiと写!'t:を参与-例として

mげた.

o大r.モl京神社本殿{応永2111:.) bHlHi入伶起jEであ

るので機11ft!!.の流j立の般に~合のt~，央ではなく側'ffij 3

fl日の中央にi泊るが・l'.l(riのJんφ:1卓会<，滞家間紘型である。

有13もする 1・'.(Ii内法Ld'll を砲す・J~ と iJfU立では身合同制阪

に芯けられる1誌がれIf!~ 1Mのみという ~Ji;などである。ま

たI.，J社l.tiEfl理Ifri1HUIIIIニ裟股を飾る他竹の節制111lや脇

信~+など1妥れた芯(1々の彫刻を持ち中世の滋t'{燃の神社

本殿建築のrti点としてIぃ、であろう.

0 11:日神社~.:殿(文安J己年} 身合組l物をlitlH・4三とす

るが後初i帝都材の可能性らある.ヂl制、情造む典型的な

開放型である o II'H下、 ljij気をr(ri31111にlU去を飾る。

0大行社本殿(文$:41fi.) むとはjfrくの全剛鎗寺の

ii'i;::Htであった Lのを1I11ifiに移きたしたものて・お!li"lli意匠

において全剛愉寺本・:止に01-る所むあるo t1:1-1すべきは

JìîJ宅~1丹波の装飾'1'1:がjfJi くなった・lトで蕊 Illt 、絡挟!日l を

身合正i(ii3 fllJに ;~I' <。

o rlh日下11十1:本 殿 (11111，じ 2年) liiJヰWHl次It!て・は11止む大

成H~な H椴。まIl物は・1'-二Jト品Il として内法以flll を，ìíJ棋に

但し床も rl'段以4
'
1'例えとするなどIlfJJi文型!とするにはな

じまない l.( もあるが，ijn~IY~係などは総本的lニ I ， ;J じであ

る。甲i'ilU;と、、う地域fl:も巧・えなくてはならない点が

ある。

。高木和11ft境内tl:H r'i神社中;似(永正9年) 現ず'I~Híj

宅にはこ Jj総子戸をほめるが以liijl.tな<I次政しであっ

た。また身合正I(lil品Hゐ1I11J はI'I':~である .

ot~木神社本腕(可iJBfll年代後lUI) R li ttと;Jtんで建

つ。ひと遡リ大きいがほぼI，;JIゆlUIの怨伝にない向併を

3問とする以外は日 Jt社に伶似している.やはリ以前

前三II:t!地肢で身-t'JEI(lj，品i端t:l1さと(l1:.tとする。

0輿石神社本鮫{天11::9 iド) 械札"lしよリ天正の主主

.iI..となっているが、応A<30ífi.の唱 .I~のある事I1輿'1、組天

井がみ:般の給tまに納まる・lトや光の大笹r~m と級1$芯:院

が非常に良〈似ることよリ比:ノkの也立と!!てよい。天

.iE1ま現代の姿にl攻iitされたu年JUIであろう.いHtl主的安

t二一切の建!~を況かずぺ }jl次IJ!( しとするが、身合正f(li

|判肢の正耐 ffllJ には 11~l't・のt'l!JjミやJi・竹りの臥倣2廷があリ

t~~永当初に 11mれでIltl っていた可能性がある。む お 、

身合正1(lilll，i~:Aillll に行j出 r窓を附くのはIIf~ .のwリである。

前室閉鎖型社殿の特徴

前室 ，iíJ 取の，l': I(liのみr~ (j..i、再li/j ':!~;を設けるが阿 ([!IJ

ifLI ，立法ノドr，~ に椛とする . fl!lJ 1(li 1;1: f去に似瓜をJ生ける遺総

もあるが日糾~mJJi女別と IHH~':('(J/ニ l誌の f!Ï;i'l:がili1う点に

お:立すべきである.内法以1111fi.iEliIIJ:.Jjlこ迦し組物問

の琵琶板や小i授は必らず~J~ゥている.

組物li制iJ j1可の 2 械を除き liJ-JH 木を)，~ノドとし後にtH三

斗組となる.しかし中*1111には予侠を必要とするが省

略されている。

事fl孟模羽 -.tfであるのに付し，jif:i{内$11小設を境に

一幸子にn略される.

床はrl'f!.t!毛ltl1t掠えとし1I甘みImJ1..c'rlよリもtまとの高低

差は大きい。そのため結のljíj夜、 ~1今境のI~ む大きく

なリ前室ffmの内側架木が身1'ìm~のI也fQ またはまま板に納

まる結"*とな っている.
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前1ii:奇旦物

出三斗組(手挟総)

官官窓の床は切目長抑の

う更錦織えとなる

=事干

梁行断面凶

身舎品且物

出三斗t且

幣給付板m

格子戸

側面図

幣給付紙扉

前~開放型の特徴(勝手神社本殿)



内法長t平を廻す 身番組物舟貯木

中段長持機えとする

梁行断頭図
側面図

全て板援 会て核軍E

図

前室閉鎖型の特徴(神田神社本殿)

、回〆



粁は一例となり手挟ti省111告されている。 ，

O小律神社本殿(大氷 6年) 宇和宮干!ーより発j主したの

は身舎を前後に分け内々|様を設けたことにより、 i\可~

ft!lJi街にあった怜!M.付級fえを身合お前端i制に移しi)iJfJ.1ftij

磁は板壁とした点である。結果的に開放型と爆の依訟

が似る事になったが前ll!の鱗迭には完全に災なってい

る。そのf也前?特例耐にも主主lJ立を;在くなど削露外廻リの

装飾院はよりおくなっているが宇和宮社間線内部の子

f州立金〈省略さtLている。

おわりに

以上中世における滋健保の前議fH上般について 2勺

の系統が存釈し、それぞれl土地域的に片寄ゥて分布す

ることをボした。こうした寸ω'fuJ自主生じるのか今(7)ri)f 

全く不明である。

宗教儀礼上の放か、それを作る大工臓の栂jjIなのか、

将殿;等のイ寸腐処物と|場i主があるのかなどのIbF]巡がある

かも知れない。また他的:~棋の前窓{τf包民主やりi~下の人が

外|憾に入る司王が出来る大型-Nll主1:とめ比t険4提言すなども

必嬰と，[tわれる。

参考文献:犬」二i立tM
コド般の~Iζ ïrti形式についてJ

iUHa概段 1979， 9} 

r r.中ドÞ't紘H世:ì近5:i.江工 I地也 }j のア'， I~悦

( E日1 7本1ド王心♂挫包位!~築誕?ヴ学y芥:会大会こ学学(:fi術4桁札~il満背

)
 t
 

色

zudl
 

d

噌，.

4
J
H
P
 

(大上

Nf
A
γ
 

、、••
• 

a

.
，
as

ag
-』
a
E
.
，h
1
1

、
マF

i
l
a
』

t
i
-
-
，l

、

企

2

「

6
4
ム

8
4

〆

内

U

、

〆

1
4

、

〆

U

9

品

、

/

品

、

、

¥
 

〆

，
l
a
n司

、

湖

J

'
/

出

品

、

、

v

琶

F

J

/

〆

3
4
凶

5

¥

¥

・
問問
今

勺

ノ

/

琵

A
V
/i

J

-d
'
I

‘、、、

-

〆

戸

Q
U
t

，
 

.

/

，，

'

一

、

I

t

-

-

，
〆

ノ

f
l
i
t

/

9

r

f

{

/

(

l
a

〆

(

リ

2

〆ノ

/
¥
1I
Jv
-

/

/

¥

4

2

 

7
川

f
i

〆

'
1
h

3
刷
、
津

J
I
l
l
I

l
l
i
-
-
s
t
h
o
-
、
大

前室付社殿の分布図

F 
d 

4 ・前室蹴滋!!'!本殿

(;). ) 大笹原科技本，lil

.ot. 約室閉鎖型本殿

(.ot.): iI!l主神社本殿

なおHíj窓会{本を見た場合身1:~に刈 し一段下ってはい

るが、そのWij金{立法本的l二身合と同じである事を注:む

しておきたい。

身舎 I狗窓B日放22が必らずjilijfl[日目前!l1I，i1尚にj認を閥、、た

めにt~ し閉鎖恕{ま全て桜とする。

k:1i物It.i制凶の 2僚は出三斗*llとするが他は全て舟肘

木である。よゥて身会正Tuiに纂11止を餅iることもなく全

体に装飾tl:lt低〈簡素な印象を与える。

分布地域 開放~が主に湖東方簡であるのに対し湖南

湖西方聞に 9{束分布する。理HJIIJlIの簡俸の旧野洲li!1( 

守山ili)、栄太初、 i目滋賀l:li(犬山市)、高t::j"111;の各地方

である，

以下開放型悶係年代を;fl.って遺おもの特徴を見て行〈。

0石主任事Iltl:<KJWi(文永7ip) 県J肯定文化財であるが

文:氷の敏幸Ll手しがiEしけtlぱ会開絞古のfjii史イτI'H般で

ある。両ij訟の各位や建具、純物など近世に大きく取持

えられているので当初の平iJii形式を推定することはで

きない。だが身舎については古い紋もあり現在とほぼ

附じと Let-えても良さそうであるの

0劉;城号字新!ilf.華子rlT:iit(~~ 'fo 31:1:') 前~閉鎖型最大の

主1:般でï]íï袋には透J!~I~の11~\lJb1 を飾る。矧城尋守f付1北tυF院完の鎖守

と、い、寸う王事芥で{他也のギ称f鍔朔郷1;神千社土と{はま背f索詰がs主災.込4なリ 完会に は閉

鎖3製目として分類しえない点もある。

。村IE[I神社本殿 (明徳J'eiJ三) 前室ij:IE而のみ俗ザ・戸

としlI!Hriii止I:まとする。組物t止身舎を含めて刈JJサオえで床

i 土 rl'段長1'11 1紛えとする。その{臨時~J32閉鎖E1の特徴を良

〈 備えて:I?り 一応当社で閉鎖~が完成したとしておく。

o:t'i寓神社本殿(r明Lむ2in 先の斜1ftl社から約百年

の[ilJの主主町時代中期jの閉鎖慰の湾総lま絞っていない。

i制活の安必!:!l1に{立;泣する県指定文化財で閉鎖氾最小の

j立織である。 iiU定正friili.俊唐戸、絡ザ・jヨとするがli!1lifii

IH反懲であるの組物{ま ，'，B三.斗縦とし慕J]~ を F日いる。

0勝部神社本殿(明J;ê~ 6年) ii荷量[1土.iEituに蔀戸を吊

るがiiliiflW面l叫反鐙から幣1!lhf寸J似fmとなった。純物はIf"

f平のみ，'j"三斗組とし前護、身合ともにff]肘木とする。

床iまゆI生長j111t1Yiえと する。

0 地主?申告1>1王殿(文亀2年) 昆1'J{1ま金問でも珍しい

三11tH:!:の仰i木入春日i立であるが開放型における大役'/京

社問機平而l主的定閉鎖型と大法ない。 jgう点Ij;再Ij'3iの

jiljjjlllli茄を板戸り|途いとする事や身合正前i31iりにも誕般

をfJfIi り手挟む省略しないなど、訪日家内部の袋昔話白I~I:が簡

素なi也の閉鎖131に比べ商い点である。全体の:ii'i:匿の特

異性からして無理Eからぬ所であろう。

。:宇:和京神社本殿(永正 21.p) J也理的にも勝部社に

i!i < ;;P-ïf:ii む良〈似ていて jjfj議両1~IJiìii に if行動l!付板l芥を悶

〈。相黙する点は前主主の%fl物が舟JJ'Iホから尚三斗組に

変ったさドや|司!時に竹のtiii欄|品lを飾るなどがn室外翻りの

装飾itが少しj並んだ事である。しかし内部ではやはり
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前室付社殿の賂平面図


